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霞ケ浦水郷流域下水道指定管理者募集要項 

 

 茨城県（以下「県」という。）では、霞ケ浦水郷流域下水道の管理を効率的かつ効果的に行う

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び茨城県鹿島臨海都市計

画下水道事業及び流域下水道事業の設置等に関する条例（昭和４５年条例第３５号。以下「条

例」という。）第８条に基づき、施設の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集いたしま

す。 

 

 

Ⅰ  施設の概要と管理運営方針等について 

 

１ 施設の名称及び所在地 

⑴   名  称：霞ケ浦水郷流域下水道 

⑵  所 在 地：終末処理場（潮来浄化センター）  潮来市日の出 8丁目 28番 1号 
辻ポンプ場            潮来市辻 2257番 2 

         牛堀ポンプ場           潮来市上戸 147番 1 

         境ポンプ場            潮来市永山 664番 
         幹線管渠及びその他の下水道施設  計画区域内一円 

 

 

２ 施設の概要 

⑴  設置目的 

   霞ケ浦水郷流域下水道は、潮来市及び行方市の一部の２市を対象区域とし、都市の健全な

発達と生活環境の改善を図り、公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資

することを目的に、下水道法（昭和３３年法律第７９号）の規定に基づき設置されたもので

す。 

    

 ⑵ 管理運営の基本方針 

  ア 施設の目的に沿って、安定・確実な管理運営に努める。 

  イ 施設の機能を常に適切に維持しながら、管理水準等の向上に努める。 

  ウ 費用対効果の高い効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努める。 
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 ⑶ 施設内容、規模等 

水 処 理 施 設 全体計画 令和７年度末まで 

処 理 面 積 1,283.9ha 947.9ha 

（令和６年度末） 

処 理 人 口 23,520 人 22,668 人 

（令和６年度末） 

幹 線 管 渠 11.5km 11.5 ㎞ 

 

処 理 能 力 

Ａ系列 3,100 ㎥/日×１系列 

2,600 ㎥/日×１系列 
Ｂ系列 2,900 ㎥/日×１系列 

      1,400 ㎥/日×１系列 

計 10,000 ㎥/日 

Ａ系列 4,150 ㎥/日×１系列 

  3,300 ㎥/日×１系列※ 
Ｂ系列 3,780 ㎥/日×１系列 

    計 11,230 ㎥/日 

※A 系 3,300m3/日(1 池～4 池) 

のうち 1 池及び 2 池は運転停止中 

処 理 水 量 14,100 ㎥/日 5,277 ㎥/日(日平均) 

処 理 方 法 Bardenpho 法 

＋急速ろ過法 

＋オゾン酸化法 

＋好気性ろ床法 

凝集剤併用型 

循環式硝化脱窒法 

＋急速ろ過法 

 

放流水質（令和７年度） 

 

 
pH 

[―] 

BOD 

[㎎/L] 

COD 

[㎎/L] 

SS 

[㎎/L] 

TN 

[㎎/L] 

TP 

[㎎/L] 

放流水 6.9 1.4 6.6 1.4 7.9 0.18 

放 流 先 常陸利根川（湖沼Ａ型） 

水処理供用開始年度 昭和 61 年度 

 

（参考資料） 

  ア 維持管理実施状況等の詳細は、「霞ケ浦水郷流域下水道事業月報・年報 (令和７

年度)」、「潮来浄化センター水質管理月報(令和７年度)」、及び「霞ケ浦水郷流

域下水道主要設備等一覧表」(別紙１)を参照 

  イ 霞ケ浦水郷流域下水道備品・資産等一覧表（別紙２）を参照 

 

 ⑷ 現在の管理運営体制 

   指定管理者による管理運営 

 

３ 指定管理者が行う業務 

  指定管理者は管理運営の基本方針を踏まえ、条例第９条に定める以下の業務（以下「指定管

理業務」という。）を行います。また、その範囲は、別紙３「霞ケ浦水郷流域下水道指定管理

業務基本仕様書」のとおりです。 

(1) 施設の運転操作及び監視に関する業務 

(2) 施設の維持管理業務（保守点検業務・巡視点検・清掃など） 

(3) 汚泥（脱水ケーキ）の収集運搬処分業務 

(4) 来客対応業務 

(5) その他施設の管理上必要な業務 

  



- 3 - 

４ 指定管理者の指定期間 

  指定期間は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間を予定しています。

この期間は、指定管理者の指定について県議会で議決の後、正式な指定期間となります。 

 

 

５ 管理の基準 

  施設の適正な管理の観点から行う業務の基本事項は、次のとおりです。 

 ⑴ 運転監視等業務 

  ア 指定管理者は、施設の設置目的に沿って、施設の管理運営方針が達成されるように、適

切な施設の運転監視等を実施するものとします。 

  イ 処理場施設は常時２４時間の通年連続運転するものとします。 

  ウ 施設の運転は別途定める放流水質や汚泥性状等の基準に適合するように行うものとしま

す。 

 

 ⑵ 適切な維持管理 

  ア 指定管理者は、施設の設置目的に沿った運転等のため、施設の機能が良好に維持される

ように、適切な管理を実施するものとします。 

  イ 施設の維持管理に当たっては、設備の機能がより長期間、良好に発揮できるように努め

るものとします。 

 

(3)平等かつ適切なサービスの提供 

   指定管理者は、施設の機能を最大限に発揮し、絶え間なくすべての下水道利用者に対して

下水道が使用できる状態を確保するものとします。また、DX等を活用することにより効率的

かつ効果的な管理運営を図り、公共用水域の水質改善や経費の節減など下水道利用者に対す

るサービスの向上を図るものとします。また、管理運営に関するトラブル、苦情等には、適

切かつ迅速に対応するものとします。 

 

 ⑷ 法令等の遵守 

   指定管理者は、次の法令及びその他関係法令、協定書等を遵守し、適正な管理を行う必要

があります。 

  ・地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  ・下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

  ・水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

  ・大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

  ・悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号） 

  ・ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律１０５号） 

  ・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

  ・騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

  ・振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

  ・エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号） 
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  ・労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

  ・労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

  ・最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号） 

  ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

  ・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号） 

  ・大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例（平成１７年条例第１０号） 

  ・水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例（平成１７年条例第１１号） 

  ・茨城県生活環境の保全等に関する条例（平成１７年条例第９号） 

  ・茨城県霞ケ浦水質保全条例（昭和５６年条例第５６号） 

  ・茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の設置等に関する条例（昭和４５

年条例第３５号） 

  ・茨城県財務規則（平成５年規則第１５号） 

  ・茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の会計の特例に関する規則（昭和

４５年規則第５１号） 

  ・茨城県公有財産事務取扱規則（昭和３９年規則第２１号）  

  ・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

  ・消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

  ・個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

  ・その他指定管理業務遂行に関連する法令等 

 

 ⑸ 環境への配慮 

   指定管理者は、環境関連法令を遵守して指定管理業務を実施する必要があります。特に、

省資源、省エネルギー及びカーボンニュートラルの推進のため、電気や重油、薬品等の使用

量削減に向けた具体的な目標を設定するなど、積極的な取り組みを行うものとします。 

   また、廃棄物の排出抑制やグリーン購入の推進、化学物質等の適正管理、施設周辺の生態

系の保全等、環境に配慮した取り組みに努めることとします。 

 

 ⑹ 適切な個人情報の取扱い 

  ア 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨に即し

て、指定管理業務を通じて取得した個人情報については、その取扱いについて十分留意

し、保護を図るために、別途締結する協定において必要な措置を講じることとします。 

  イ 指定管理者及び指定管理業務に従事している者は、指定管理業務を通じて知り得た個人

情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこととします。指定

管理の期間が終了し、若しくは取り消された場合又は従事者がその職務を退いた後も同様

であることとします。 

  ウ 正当な理由のない個人情報の漏えい等の行為については、茨城県個人情報の保護に関す

る条例に基づく罰則が適用される場合があります。  
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 ⑺ 事業計画書及び収支計画書の提出 

   指定管理者は、毎年度、事業開始前に事業計画書及び収支計画書について、県と調整の上

作成し、県に提出してください。 

 

 ⑻ 指定管理業務報告書の提出 

   指定管理者は、毎年度終了後に、指定管理業務全般に係る年度指定管理業務報告書を県に

提出してください。 

 

 ⑼ 業務の一括再委託の禁止 

   指定管理者は、指定管理業務を一括して第三者へ委託し、又は請け負わせることはできま

せん。ただし、業務の一部については、県と協議の上、委託することができます。 

 

 ⑽ 守秘義務 

   指定管理者は、指定管理業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしては

いけません。指定管理の期間が終了し、若しくは取り消された場合又は従事者がその職務を

退いた後も同様であることとします。 

 

 ⑾ 情報公開 

   指定管理者は、茨城県情報公開条例（平成１２年条例第５号）の趣旨に即して、指定管理

業務を通じて作成、取得した情報について、開示等の申出があった場合に、これに答えるた

めに情報公開規程の整備や情報提供施策の充実などに努めることとします。 

 

 ⑿ 評価の実施 

   指定管理者は、年度指定管理業務報告書の作成・報告、利用者満足度調査の実施、苦情・

要望等への対応を通じ、主体的な業務改善に取り組むとともに、管理運営に関する自己評価

を毎年度行い、県に自己評価書を提出するものとします。 

   県は、施設の適正な管理の確保と利用者サービスの向上を図るため、指定管理者が行う指

定管理業務を評価します。 

 

 ⒀ 帳簿書類等の保存年限 

   指定管理者は、指定管理者として作成した帳簿書類を、茨城県文書等整理保存規程（昭和

５９年訓令第１９号）に定める保存年限に準じて、保存するものとします。 

  なお、保存年限が満了した帳簿書類等の取扱いについては、県の指示に従ってください。 

 

 ⒁ その他 

 ア 新たに指定管理者となる団体は、指定管理業務を円滑に行うため、業務の開始前において

も、自己の責任と負担で、態勢を整えるものとします。 

 イ 指定管理者は、管理運営業務に係る各種規程、要綱等を作成する場合は、県と事前に協議

するものとします。  
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 ウ 管理の基準に関する細目は、別途、県と指定管理者の間で締結する協定で定めることとし

ます。 

 

６ 指定管理者と県における責任分担  

  県と指定管理者の責任分担については、別紙４「霞ケ浦水郷流域下水道リスク分担表」のと

おりです。ただし、リスク分担表に定める事項に疑義のある場合又は定めのない事項について

は、県と指定管理者で協議して決定するものとします。 

 

 

７ 指定管理業務に係る経費 

 ⑴ 経理及び管理口座 

   指定管理者は、施設の管理運営に係る経理について、他の業務に係るものと区分して整理

するとともに、専用の口座で管理するものとします。 

   なお、自主事業を実施する場合は、指定管理業務と区分して、別口座により管理してくだ

さい。 

 

 ⑵ 指定管理料の確定 

   県が支払う指定管理料は、指定管理者の収入となり、それを管理費用に充てるものとしま

す。 

   当該公の施設の管理運営支出実績は、別紙５「霞ケ浦水郷流域下水道管理運営支出実績

（見込）額（令和４年度～令和８年度）のとおりです。 

   これらを参考に、申請の際の事業計画、支出計画を作成していただくとともに、施設の効

用を最大限に発揮したサービス向上策や、効率的な運営を行うための経費節減策について

も、積極的に提案してください。 

また申請の際の支出計画や各年度の収支計画額の各項目について、積算の根拠資料（見積

書・明細書等）を県が求めた場合、指定管理者は提出するものとします。 

   なお、指定管理料は、申請書に添付した収支計画がそのまま採用されるものではなく、各

年度に指定管理者から提出される収支計画額を基に、県と指定管理者との間で協議し、毎年

度の年度協定において定めます。 

ただし、物価、賃金水準及び流入量等の著しい変動（別紙６－１「霞ケ浦水郷流域下水道

指定管理料の変動に関する運用(その１)」、別紙６－２「霞ケ浦水郷流域下水道指定管理料

の変動に関する運用(その２)を参照）や天災・事故等により金額を変更することがありま

す。 

   なお、県と指定管理者は、金額を変更する場合においては、積算根拠や資料等に基づき、

協議するものとします。 

 

 ⑶ 指定管理料の支払い 

   県は各年度の予算の範囲内で、指定管理者に指定管理料を支払います。 

   また、県は、指定管理者の請求により支払います。支払時期や方法は、別途、県と指定管

理者が締結する年度協定において定めます。 
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(4) 指定管理料の精算 

   指定管理業務を県が示した水準どおりに確実に実施する中で、経費の節減など指定管理者

の経営努力により生み出された剰余金については、原則として精算による返還を求めませ

ん。 

ただし、指定管理者発注における小規模修繕（４００万円未満（消費税及び地方消費税を

含む金額））、材料及び動力費等の費用については、毎年度精算することとし、当初の見込

額に残金が生じた場合は、返還を求めます。詳細は別紙６－１「霞ケ浦水郷流域下水道指定

管理料の変動に関する運用(その１)」、別紙６－２「霞ケ浦水郷流域下水道指定管理料の変

動に関する運用(その２)」のとおりとします。人件費については、当初の見込額に残金が生

じた場合にのみ精算を実施し、返還を求めます。 

また、指定管理者の業務運営に起因し経費の不足が生じた場合は、原則として補填は行い

ません。 

なお、県が示した水準通りに実施できない場合及び管理業務に係る事故等が発生した場

合、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により県又は第三者に損害を与えた場合、指定管

理料を減額することがあります。詳細は別紙６－３「霞ケ浦水郷流域下水道指定管理料の変

動に関する運用(その３)」のとおりとします。 

 

 

８ 財産の管理 

 ⑴ 指定管理者は、指定管理料の範囲内において本業務に必要な備品を購入し、又は調達する 

ことができますが、この場合において購入し、調達した備品の所有権は県に帰属します。 

 

 ⑵ 物品の使用及び保管については、善良な管理者の注意義務をもって行ってください。 

 

 ⑶ 指定管理者は、県に帰属する物品で、処分等が必要なときは、その都度県に報告するもの

とします。 

   なお、茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の会計の特例に関する規則

（昭和４５年規則第５１号）第７０条の固定資産の処分については、事前に県の承認を得る

ものとします。 

 

 ⑷ 指定管理者は財産の管理を、別紙２「霞ケ浦水郷流域下水道備品・資産一覧表」により整

理するものとします。 

 

 ⑸ 指定管理者は、県に帰属する物品について、毎年３月末の現在高と照合し、その翌月末ま

でに県に報告するものとします。 

 

 ⑹ 指定管理者は、独自に投じた有益費及び修繕費について、県への請求権を放棄するものと

します。 
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９ 指定管理業務範囲外の業務 

  指定管理者は、霞ケ浦水郷流域下水道の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実施を妨げ

ない範囲において、自己の責任と費用により県の承諾を得て、自主事業を実施できるものとし

ます。 

  施設の効用を最大限に発揮させる観点から、指定期間中であっても創意工夫を凝らして積極

的に自主事業を提案してください。 

 

 

10 調査及び監査等 

  県は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１０項の規定により、施設

管理の適正を期するため、指定管理者に対して、指定管理業務又は経理の状況に関し報告を求

め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことがあります。 

 

 

11 地元在住者及び障がい者の雇用 

  指定管理者は、地元在住者及び障がい者の雇用に努めるものとします。 

 

 

12 原状回復及び事務引継 

  指定管理者は、指定期間が満了するとき（継続して指定管理者に指定された場合を除く。）

又は指定が取り消されたときは、次の措置を講じるものとします。 

 ⑴ 指定管理者は、指定管理者の負担により、施設、設備等を速やかに原状に回復するものと

します。ただし、県の承認を得たときは、この限りではありません。 

 

 ⑵ 県の指示により、県又は新たな指定管理者等と十分に事務引き継ぎを行うものとし、引継

ぎにより発生する費用は、指定管理者の負担を基本とし、新旧指定管理者の協議により決定

するものとします。 

 

 

 

Ⅱ 申請手続き等について 

 

１ 申請者の資格要件 

 ⑴ 申請者の資格は、県内に拠点となる事務所（緊急時に、迅速かつ適切な対応がとれる体制

を有すること。）を置く法人その他の団体であって、次のいずれにも該当しない者としま

す。 

  ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

  イ 県から指名停止措置を受けている者 

  ウ 国税又は地方税を滞納している者 

  エ 会社更生法、民事再生法等による手続等を行っている者 
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  オ 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者  

 

⑵  複数の団体がグループを構成して申請する場合（以下「グループ申請」という。）は、 

複数の団体の中から、代表団体を定めてください。この場合、代表団体は、県内に(1)で

いう事務所を置く法人その他の団体であって、グループにおける責任割合が最大であること

が条件となります。 

なお、単独で申請した団体が他のグループ申請の構成員となること及びグループ申請の構

成員が他のグループ申請の構成員になることはできません。 

 

 ⑶ 高度処理施設を有する水処理施設10,000㎥/日以上の能力を有する流域下水道又は公共下

水道について、過去１０年間以内に地方公共団体又は地方公共団体が出資若しくは出捐して

いる団体から直接運転管理業務を受託した実績が１年以上あることが必要です。グループ申

請の場合は、代表団体にこの実績があることが必要です。 

 

 

２ 申請書類 

 申請に当たっては、次の書類を提出してください。 

 

 【申請書類】 

 ⑴ 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

 ⑵ 事業計画書（様式第２号、資料１、２） 

 ⑶ 収支計画書（様式第３号、様式第３の２、資料３） 

 ⑷ 団体の概要に関する書類（様式第４号） 

 ⑸ 定款その他これに準ずる書面 

 ⑹ 法人にあっては、登記事項証明書（申請前３か月以内に取得したもの） 

 ⑺ 役員の名簿及び履歴書 

 ⑻ 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面 

 ⑼ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表、損益計算書その

他団体の財務状況を明らかにする書面 

 ⑽ 納税証明書 

  ア 県内の県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書（県に納税義務

がない場合は、申立書） 

  イ 税務署が発行した法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書

（納税義務がない場合は、申立書） 

  ウ 県内市町村税納税証明書（県内の２以上の市町村において事務所又は事業所を有する法

人又は団体にあっては、全ての事務所又は事業所所在市町村長が発行するもの、ただし、

納税義務がない場合は、申立書） 

 ⑾ 申請資格に定める下水道施設の業務実績書（様式第７号） 

 ⑿ その他、知事が特に必要と認める書類 
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 【グループ申請の場合】 

  グループ内における各団体の役割、責任分担に関する事項がわかる協定書等を添付してくだ

さい。また、構成団体ごとに申請書類⑷から⑾の書類を添付してください。ただし、⑾にあっ

ては、代表団体以外で実績がない場合は必要ありません。 

 

 【提出部数】 

  正本１部、副本８部（１部は、複写等の作業に使用することから、用紙に直接インデックス

を貼付しないものを提出してください。） 

 

 【申請に当たっての留意事項】 

⑴ 申請書類の用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４版とします。 

⑵ 申請に用いる言語は日本語、通貨単位は日本国通貨、単位は、計量法（平成４年法律第５

１号）に定めるもの、時刻は日本標準時とします。 

 ⑶ 必要に応じ追加資料をお願いすることがあります。 

 ⑷ この申請においては、１団体について１申請とします。複数の申請はできません。 

 ⑸ 提出された書類の内容を変更することはできません（軽微なものを除く。）。軽微な変更

を行おうとする場合は、「申請書類記載事項変更協議書」（様式第８号）により協議してく

ださい。 

 ⑹ 提出された書類に虚偽の記載又は不正があった場合は失格とします。 

 ⑺ 提出された書類は返却しません。 

 ⑻ 指定申請書提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

 ⑼ 申請に関する費用は、すべて申請者の負担となります。 

 ⑽ 著作権 

  ア 指定管理者の指定期間までの間は、申請者に帰属します。 

  イ 指定管理者に指定された団体の申請書類及び指定された以外の団体が権利放棄した申請

書類は県に帰属します。 

 ⑾ 申請者は、当該申請について下水道指定管理者選定委員会との接触を禁止します。選定委

員との接触の事実が認められた場合には、失格となることがあります。 

 ⑿ 選定結果として、次期指定管理者候補者を含めたすべての申請者の情報（団体名・所在

地）、審査結果（点数の合計、審査項目ごとの点数、選定理由）等を公開します。 

   また、提出された申請書類等は、茨城県情報公開条例（平成12年茨城県条例第５号）また

は、個人情報保護法に基づく開示請求等により、開示する場合がありますので、ご承知の上

申請してください。  
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３ スケジュール 

１ 申 請  

⑴  募集要項配布 令和８年７月６日（月）～令和８年８月28日（金） 

⑵  申請に関する質問 令和８年７月６日（月）～令和８年８月21日（金） 

⑶  現地説明会・見学会 令和８年７月29日（水） 

⑷  申請書類の受付 令和８年８月17日（月）～令和８年８月28日（金） 

２ 選 定  

⑴  一次審査（書類審査） 令和８年９月上旬  

⑵ 二次審査（プレゼンテーション） 令和８年９月下旬 

３ 指定管理者の候補者決定 令和８年10月上旬  

４ 議会の議決 令和８年11月下旬（予定） 

５ 指定管理者の指定の告示 議会の議決後、速やかに行います。 

６ 協定の締結 当該予算に係る議会の議決後、速やかに行います。 

７ 指定管理業務の開始 令和９年４月１日 

 ※スケジュールは、状況により前後する場合があります。 

 

 

４ 申請の手続 

⑴  募集要項等の配布 

【配布期間】 

令和８年７月６日（月）から令和８年８月28日（金）まで（茨城県の休日を定め

る条例（平成元年茨城県条例第７号）第１条に規定する県の休日（以下「休

日」という。）を除きます。） 

いずれも午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除きます。） 

【配布窓口】 

  茨城県流域下水道事務所総務課 

   住 所：〒３００－００３２ 茨城県土浦市湖北２丁目８番１号 

   電 話：０２９－８２３－１６２１ 

   Ｆ Ａ Ｘ：０２９－８２３－１６２６ 

なお、県のホームページ内の流域下水道事務所のページからダウンロードできま

す。 

   https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/doboku/ryuge/index.html 

 

⑵ 申請に関する質問 

   申請に関する質問は、質問書（様式第５号）を電子メール又は郵送にて送付するものとし

ます。 

   なお、電話及び口頭による質問は受け付けておりません。 
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   質問に対する回答は、事業者の独自のノウハウに関するものを除き、公開を原則とし流域

下水道事務所のホームページに掲載しますので確認してください。 

   【受付期間】令和８年７月６日（月）から令和８年８月21日（金）まで 

   【質 問 先】 

     茨城県流域下水道事務所総務課 

     住   所：〒３００－００３２ 茨城県土浦市湖北２丁目８番１号 

     電子メール：ryuge@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 ⑶ 現地説明会・見学会 

   施設の現地説明会・見学会を開催します。 

申請予定者は、可能な限り説明会等に出席してください。その場合、令和８年７月21日

（火）までに参加申込書（様式第６号）を電子メール又は郵送により、事前に申し込んでく

ださい。 

   【開催日時】令和８年７月29日（水）１３時３０分～ 

   【開催場所】流域下水道事務所 潮来浄化センター 

         潮来市日の出８丁目２８番１号 

         電子メール：ryuge@pref.ibaraki.lg.jp 

             

    ※業務の支障にならない範囲で自由に見学できることとしますが、必要に応じ職員から

指示があった場合は、その指示に従ってください。 

 

 ⑷ 申請書類の受付 

   【提出方法】申請書類は持参とします。 

   【提 出 先】茨城県土木部都市局下水道課 

         住  所：〒３１０－８５５５ 茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

   【受付期間】 

令和８年８月17日（月）～令和８年８月28日（金）まで（休日は除きます。） 

    いずれも午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除きます。） 

 

 ⑸ 提供資料の目的外使用等の禁止 

   この募集に関し県が提供する資料（別途協議により、短時間に貸出しする資料を含む。）

は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。 

   また、この検討の目的の範囲内であっても、県の承諾を得ることなく、第三者に対しこれ

を使用させ、又は内容を開示することを禁じます。  
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Ⅲ 指定管理者の選定等について 

 

１ 選定方法 

  指定管理者の選定にあたっては、外部委員を含む下水道指定管理者選定委員会において、事

業計画、収支計画、申請者の能力等を総合的に評価し、最も優れた申請者を指定管理者の候補

者に選定し、県議会の議決を経て指定管理者として県が指定します。 

 

※ 指定管理者の候補者として適当と認められる申請者がいないと県が判断した場合は、指定

管理者の選定を行わない場合があります。 

 

 

２ 審査内容 

 ⑴ 審査は、提出された事業計画書等により一次審査（書類審査）を行った後、通過者につい

て二次審査（プレゼンテーション）を行います。一次審査の結果は、令和８年９月中旬頃ま

でに文書で通知します。 

 

 ⑵ 二次審査の詳細は後日通知しますが、二次審査に当たっては、５名以内の出席を求め、時

間は１申請者あたり３０分程度を予定しております。二次審査における申請者に係る経費

は、申請者の負担とします。 

 

３ 選定基準等 

 ⑴ 次に掲げる基準によって審査し、当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体

を選定します。 

  ア 施設の公共的な利用を確保できること。 

  イ 指定管理下水道の効用を最大限発揮させる計画であること。 

  ウ 指定管理下水道の管理に係る経費の縮減が図られる計画であること。 

  エ 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。 

  オ 法令等を遵守し、適正な管理を行う計画であること。 

  カ 事故及び自然災害・障害発生時に適切・迅速な対応が可能な体制を確保する計画である

こと。 

  キ 個人情報の取り扱いについて適正に行う態勢を確保する計画であること。 

  ク 持続可能な循環型社会に貢献できる計画であること。 

 

 ⑵ 指定管理者の候補は上記⑴に定める選定基準を満たす者の中から、次の視点を重視し、総

合的に評価します。 

  ア 施設の目的に沿って、より安定して施設の管理を行うと認められるもの。 

  イ 施設の効用を増し、より住民サービスの向上につながる管理を行うことが認められるも

の。 

  ウ 施設をより経済的に管理すると認められるもの。 
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 ⑶ 審査項目 

審査項目 審査の視点 

１ 公共的な利用の確保 ・申請団体の概要、応募理由 

・施設の設置目的、業務目的の理解 

・維持管理にあたっての基本方針 

２ 効用の十分な発揮 ・維持管理の内容及び的確性 

・業務を行うに当たっての独自の発想提案 

・災害時等緊急時の対応 

３ 申請者の経歴及び能力 ・有資格者の配置計画 

・職員の確保の方法等 

・職員の教育方針、研修体制 

・職員の配置、雇用形態、組織体制 

・申請者の経歴、業務実績 

・経営基盤の安定性 

４ 経費の縮減 ・収支予算書 

・節減のための方策等 

５ その他 ・個人情報の保護 

・地域貢献度 

  

⑷ 選定結果については、令和８年10月中旬頃までに文書で通知します。また、県のホームペ

ージで公表します。 

 

 

 

Ⅳ 指定管理者指定後の手続等 

 

１ 協定締結 

  指定管理者の指定後、県と指定管理者は、指定管理業務の細目等について協議のうえ、指定

期間における基本的事項を定めた「霞ケ浦水郷流域下水道施設の管理に関する基本協定」を令

和９年２月下旬頃に締結する予定です。また年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに「霞

ケ浦水郷流域下水道施設の管理に関する年度協定」を締結します。 

  なお、協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生じた場合は、改めて協議するこ

ととします。  
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２ 協定書の主な内容 

 【基本協定の主な内容】 

  ア 総括的事項 

  イ 管理業務の実施 

  ウ 管理状況の把握等 

  エ 指定期間の満了 

  オ 指定の取り消し等 

  カ その他 

 

 【年度協定の主な内容】 

  ア 管理業務の内容に関する事項 

  イ 指定管理料の額に関する事項 

  ウ その他 

 

 

３ 協定を締結できない場合 

  指定管理者が、協定締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取消し、協

定を締結しないことがあります。 

 ⑴ 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

 ⑵ 財政状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 

 ⑶ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められると

き。 

 

４ 指定管理者の指定の取消し等の措置について 

⑴  県は、指定管理者に対して協定違反したと認められる場合など必要に応じ、改善勧告等

の指示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施等を求めることができます。 

⑵  ⑴の場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかった場合、県

は、期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。 

⑶  指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を開始又は継続す

ることが適当でないと認められるときは、指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若し

くは一部の停止を命じる場合があります。 

 

  【指定管理者の責めに帰すべき事由】 

   ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）の規定に基づく更生又は再生手続きを開始したとき。 

   イ 指定管理者が遵守すべき法令等に違反したとき。 

   ウ 計画書に沿った管理を怠り、管理上重大な支障が生じたとき。 

   エ 指定管理者が財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき。 

   オ 社会的信用を著しく損なうなど、指定管理者としてふさわしくないと認められると

き。 
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   カ その他指定管理者による業務の継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたと

き。 

 

 ⑷ 指定が取り消された場合の賠償等 

   指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された場合、指定管

理者は、県が被った損害を補償しなければなりません。 

 

 ⑸ 指定の取消しに伴う精算 

   指定管理者は、指定の取消しを受けたとき、それまでに施設の管理に要した費用が、県か

ら支払いを受けた額に満たないときは、県に対して残額を返還するものとします。 

 

 ⑹ 不可抗力等による場合 

   不可抗力その他県又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継続

性が困難となった場合、県と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、継続が

困難と判断した場合、県が指定管理者の指定の取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止

を命じることができるものとします。 

 

 

 

 

 

Ⅴ 問い合わせ先 

 茨城県流域下水道事務所総務課 

  住   所：〒３００－００３２ 茨城県土浦市湖北２丁目８番１号 

  電   話：０２９－８２３－１６２１ 

  電子メール：ryuge@pref.ibaraki.lg.jp 


